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運転を続けるシニアの皆様へ

75歳以上で過去３年間に信号無視などの一定の違反歴がある方は、免許証更新時に運転技
能検査の受検が義務化されます。また、運転に不安を感じるものの運転を継続したいとい
う方については、より安全な車のみ運転を継続できる「サポートカー限定免許」の申請が可
能になります。詳細はお住まいの都道府県の運転免許センター等にお問い合わせください。

運転免許証更新の際の手続が変更になります。

令和4年5月13日より施行

高齢運転者の
免許証更新時の
運転技能検査が
義務化されます!
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改正道路交通法の施行により


